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赤ちゃんが生まれたら

出生届

「ご出産おめでとうございます」
子育てはパートナーだけではなく、みんなに手助けしてもらいましょう。ひとりより

ふたり、応援してくれる人がいるといいですね。子育ては自分の思うようにいくもの
ではありませんが、それでも子どもとともに悩み、迷ったり、泣き笑いしているうち
に、その子だけの育児書ができることでしょう。

出生届は、お子さんが生まれた日を含む14日以内に、お父さんかお母さんが届出をしてく
ださい。届出先は、お子さんの本籍地・届出人の所在地・お子さんの出生地のいずれかの市区
町村役場になります。

問　市民安全部 市民課 　　0564-23-6129 　　0564-27-1158

届出人

お父さんまたはお母さん（父母お二人からでも可）
※父母が持参できない場合、届書を持参されるかたは代理でも構いません。届出人
として父または母が署名（押印は任意）をされてから、代理のかたに届出を依頼し
てください。代理のかたは、届書を持参されても届出人にはなりませんので、ご注意
ください。

岡崎で届出をする
場合の届出場所

市民課、各支所または市民サービスコーナー（イオンモール岡崎）
執務時間外の届出場所→東庁舎1階当直室

必要なもの
出生届、出生証明書（赤ちゃんの生まれた病院でもらえます）
※届書の押印は任意です。押印する場合は印鑑をお持ちください。
母子健康手帳    

その他

出生届は休日や祝日、執務時間外でも当直で受付しますが、母子健康手帳
への証明、その他の手続きは後日執務時間中に市民課または各支所でお願
いします。市民サービスコーナーでは外国籍を含む等の出生届については
取り扱いできません。また、母子健康手帳への証明等ができない時間帯が
ありますので、詳しくは事前にホームペ―ジ等でご確認ください。
なお、名前に使用できる漢字には制限がありますのでご注意ください。
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低体重児の届出

母子保健法第18条により届出をしていただくことになっています。
ご希望のかたは、助産師または保健師等による電話相談や訪問指導を受けることができます。

問　こども部 家庭児童課 　　0564-23-7683 　　0564-23-6833

健康保険への加入

産前産後期間の国民健康保険料の減額

国内に住所があるかたは、何らかの健康保険に加入しなければなりません。加入届はお子さん
が生まれた日から14日以内に行ってください。職場などの健康保険に加入しているかたは勤務
先に届出をしてください。

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産予定のかた又は出産したかた
の産前産後期間の国民健康保険料を減額します。出産予定日の６か月前から届出することが
できますので必ず届出をしてください。

対　象 職場などの健康保険に加入しないお子さん

場　所 国保年金課または各支所

時　間 月～金曜日　8：30～17：15（祝日及び年末年始を除く）

持ち物
●世帯主のマイナンバーカード（個人番号カード）又は
  マイナンバーがわかるもの
●届出者の身元確認書類

対　象 出生体重が2,500ｇ未満の赤ちゃんの保護者

届出方法 母子健康手帳と一緒に交付した健康診査受診票の冊子にある
「赤ちゃんとお母さんの連絡票」を電子または郵便で届け出てください。

対　象 国民健康保険に加入している出産予定のかた又は出産したかた

減額内容
出産月の前月から出産月の翌々月までの４か月分
（多胎出産の場合は出産月の３か月前から出産月の翌々月までの６か月分）
の国民健康保険料所得割、均等割を減額

場　所 国保年金課または各支所

時　間 月～金曜日8:30～17:15(祝日及び年末年始を除く)

持ち物

●国民健康保険の保険証
●世帯主と出産予定又は出産をした被保険者のマイナンバーカード(個人
　番号カード)又はマイナンバーがわかるもの
●届出者の身元確認書類　●母子健康手帳

問　福祉部 国保年金課 　　0564-23-6167 　　0564-27-1160
　　勤務先（職場などの健康保険に加入しているかた）

問　福祉部 国保年金課 　　0564-23-6167 　　0564-27-1160

     国民健康保険に加入する場合
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出産育児一時金の支給

お子さんを出産したとき、保険者から出産育児一時金が支給されます。国民健康保険に加入
しているかたは市役所国保年金課へ、職場などの健康保険に加入しているかたは勤務先に確認
し、申請してください。
なお、出産育児一時金を出産費用にあてるために保険者から直接医療機関等に支払う制度

（直接支払制度）があります。

     国民健康保険に加入しているかたの場合

対　象 国民健康保険に加入しているかた
(以前加入していた職場などの健康保険から支給されるかたを除く）

支給額 出生児1人につき48万8千円
なお、産科医療補償制度の対象分娩は、出生児1人につき50万円

申請が
必要な場合

①直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の範囲であった場合
（差額支給の申請）
②直接支払制度を利用しない場合

場　所 国保年金課または各支所

時　間 月～金曜日　8：30～17：15（祝日及び年末年始を除く）

持ち物

①②共通して持参いただくもの
●国民健康保険の保険証
●世帯主名義の通帳
●世帯主と出産した被保険者のマイナンバーカード（個人番号カード）又は
　マイナンバーがわかるもの
●来庁者の身元確認書類
●出産費用を証明する領収書・明細書
●医療機関等との合意文書

問　福祉部 国保年金課 　　0564-23-6169 　　0564-27-1160
　　勤務先（職場などの健康保険に加入しているかた）
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助成内容

①中学校卒業（満15歳に達した年度末）までのかた
入院および通院に係る医療費
受給者証の交付の手続きを行ってください。
愛知県内の保険医療機関に受診するとき、健康保険証と一緒に受給者証を
窓口に提示することにより、自己負担せずに医療を受けることができます。

②高校生相当年齢（満18歳に達した年度末まで）のかた
入院に係る医療費
医療費の払戻の手続きを行ってください。
後日、指定された口座へのお振込みとなります。

※助成の対象となるのは保険診療による医療費の一部負担金です。
保険のきかない費用や入院時食事代については自己負担となります。

※高校生相当年齢のかたの入院に係る医療費については令和2年9月以降の診療分が
　対象です。

場　所 医療助成室または各支所

時　間 月～金曜日　8：30～17：15（祝日及び年末年始を除く）

手続き

◎受給者証の交付
申請により子ども医療費受給者証を交付します。各支所や電子申請でも手続
き可能ですが、その場合、受給者証は後日郵送になります。
● 持参するもの

①健康保険証（子どもの氏名の記載があるもの）等、
お子さんの加入医療保険が確認できるもの
②受給者（保護者）のマイナンバーカード（個人番号カード）または通知カード
③届出者の身元確認書類

※高校生相当年齢のかたへの受給者証の交付はありません。

◎医療費の払戻
次の場合、申請により医療費が払い戻されます。
（1）高校生相当年齢のかたの入院に係る医療費を自己負担したとき
（2）愛知県外で受診して医療費を自己負担したとき
（3）やむをえない事情で受給者証を提示しないで受診したとき
（4）治療用の装具を購入したとき ※１
● 持参するもの

①領収書（保険点数等の記載があるもの） ※２
②受給者証（中学校卒業までのかた）
③健康保険証等、お子さんの加入医療保険が確認できるもの
④受給者（保護者）の預金通帳
⑤受給者（保護者）のマイナンバーカード（個人番号カード）または通知カード
⑥届出者の身元確認書類

※１ 治療用の装具を購入した場合は、上記のほかに、保険者からの支給決定通知書、医師の
証明書が必要です。

※２ 高額療養費及び付加給付金に該当するかたは、保険者からの支給決定通知書等をお持
ちください。

子ども医療費助成

満18歳に達した年度末までのお子さんにかかる医療費を助成します。

問　福祉部 医療助成室 　　0564-23-6148 　　0564-27-1160
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児童手当

国内に住所を有する中学校卒業までのお子さんを養育しているかたに、児童手当を支給し
ます。お子さんが生まれたら出生届を提出した後、出生日の翌日から15日以内に、市役所また
は各支所で手続きをしてください。（公務員のかたは勤務先で手続きをしてください。）　　

※郵送や電子申請による手続きもできます。

令和6年10月分から制度改正があります（所得制限撤廃、高校生まで対象拡大等）。
詳しくは、ホームページ等でご確認をお願いします。
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1104/1131/p011147.html

支給額 
（月額）

所得制限限度額未満のかた
（児童手当）

3歳未満 15,000円

3歳以上～
小学校修了まで

● 第１子及び第２子 10,000円
● 第3子以降　     15,000円

中学生　 10,000円

所得制限限度額以上のかた
（特例給付） 5,000円

所得上限限度額以上のかた 支給対象外

対　象 国内に住所を有する中学校卒業までのお子さんを養育しているかた

場　所 子育て支援室または各支所

時　間 月～金曜日　8：30～17：15（祝日及び年末年始を除く）

持ち物

● 請求者名義の預金通帳
● 請求者の健康保険証
● 請求者と配偶者のマイナンバーのわかるものと身元確認書類
このほかに必要なものがあれば申請時にご案内します。

問　こども部 子育て支援室 　　0564-23-6628 　　0564-23-7279

岡崎市ベビーケア応援事業

詳しくはｐ15をご覧ください。

問　こども部 家庭児童課 　　0564-23-7683 　　0564-23-6833
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主な母子保健医療の公費負担制度

新生児等訪問指導

こんにちは赤ちゃん訪問

公費負担制度には、病気の状態や所得などに応じて制限や医療費の一部自己負担があります
ので、主治医に確認の上、各担当課に相談してください。

助産師または保健師による訪問指導を受けることができます。

生後4か月までの赤ちゃんのいるすべてのご家庭に訪問員がうかがい、子育てに役立つ情報
を提供し、育児に関する相談に応じます。

問　こども部 家庭児童課 　　0564-23-7683 　　0564-23-6833

問　こども部 家庭児童課 　　0564-23-6768 　　0564-23-6833

対　象 おおむね生後28日までの新生児をお育てのかたで、育児などについての
悩みや相談があるかた

申込み 母子健康手帳と一緒に交付した健康診査受診票の冊子にある「赤ちゃん
とお母さんの連絡票」を電子または郵便でお申し込みください。

対　象 生後4か月までの赤ちゃんがいる家庭

訪問員 保育士などの資格を有する者。地域の民生委員児童委員（※）が一緒に
訪問させていただく場合もあります。

配付物 訪問の記念品及び地域の子育て支援情報など

公費負担制度名 内容・対象など 問い合わせ先

未熟児養育医療

出生時の体重が2,000ｇ以下または身体の
発育が未熟なままで出生した児で、指定医療
機関へ入院し養育を行う必要のある乳児に対
して、医療の給付を行う制度です。

こども部 家庭児童課
TEL.
0564-23-7683
FAX.
0564-23-6833

自立支援医療
（育成医療）

身体に障がいを残すおそれのある児で、確実
な治療効果が期待できる場合、手術等の治療
に対して、医療費の公的な支援が受けられま
す。必要に応じて、補装具費が支給されます。

福祉部 障がい福祉課
TEL.
0564-23-6180
FAX.
0564-25-7650

小児慢性特定疾
病医療給付・日
常生活用具給付

対象となる疾病の治療について、医療費の公的
な支援が受けられます。必要に応じて、日常生
活用具が支給されます。（障がい福祉サービス
による日常生活用具の支給対象のかたは除く）

保健部 健康増進課
TEL.
0564-23-6069
FAX.
0564-23-5071

※民生委員児童委員とは、子どもや家庭のこと、地域のことなど皆さんの暮らしを応援するため、国から委
嘱されて活動している身近な相談員です。
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まちかど ほっと相談室（乳児健康相談）

保健師、助産師、栄養士等が相談に応じます。

対　象 おおむね0歳のお子さんと保護者のかた

日　程 ホームページをご覧ください。

内　容 体重測定、育児相談、授乳相談、栄養相談

持ち物 母子健康手帳、バスタオル

場　所 地域の交流センター等

対　象 出産後1年以内のお母さんと赤ちゃん

ケアの内容 お母さんの健康管理や生活面の指導、乳房ケア、授乳方法の指導、赤ち
ゃんの発達・発育などの確認、沐浴などの育児指導、育児相談など

実施場所 委託契約をしている医療機関及び助産所（宿泊型・デイサービス型）、自
宅（訪問型）

利用可能日数 宿泊型及びデイサービス型、訪問型を合わせて7回以内

費用等 最新の情報はホームページをご確認ください。

問　保健部 健康増進課 　　  0564-23-6962 　　0564-23-5071
　　こども部 家庭児童課 　　0564-23-7683 　　0564-23-6833

産後ケア事業

出産後は心身ともに不安定になります。「産後ケア事業」は、お母さんと赤ちゃんの生活リズ
ムと心身の安定を図るため、宿泊型、デイサービス型、訪問型を利用し、助産師から授乳指導や
育児相談などを受けられます。

問　こども部 家庭児童課 　　0564-23-7683 　　0564-23-6833
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ブックスタート

離乳食教室

ブックスタートは、スタッフが、赤ちゃんやその保護者のかたたちに、絵本を紹介しながら手渡
しをする活動です。
温かい言葉と愛情につつまれて、赤ちゃんが健やかに育つよう、応援しています。

初期・後期の離乳食教室を各月1回程度開催しています。

対　象
生後4か月～1歳6か月未満の赤ちゃんとその保護者
※生後4か月～7か月ごろがおすすめです。赤ちゃんが絵本に興味を示しはじめ、
　また、はいはいが始まる前なので、保護者のかたも落ち着いて参加できます。

内　容 絵本の読み聞かせと絵本のプレゼント

場所・受付日時

● 中央図書館（図書館交流プラザLibra内） 子ども図書室 おはなしのへや
月曜日　10：00～11：30/13：30～15：00
木曜日　13：30～15：00

※上記以外の日時をご希望の場合は、個別にご相談ください。
● 額田図書館（額田センター内）
偶数月（2・４・６・８・10・12月）
第１木曜日　10：00～11：00

● 南部市民センター図書室（シビックセンター内）
毎月第１木曜日　10：00～11：00

※休館日・休室日を除きます。
※所要時間は10分程度です。終了時間10分前までに受付をお済ませください。

持ち物 母子健康手帳、ブックスタート案内状

対　象 初期（おおむね4～5か月）のお子さんと保護者のかた
後期（おおむね８～9か月）のお子さんと保護者のかた

内　容 講話（保健師、歯科衛生士、栄養士）、試食（後期のみ・保護者対象）
希望者のみ育児相談と体重測定

場　所 岡崎げんき館

日程・申込み 詳細はホームページをご覧ください。

問　社会文化部 中央図書館 　　0564-23-3115 　　0564-23-3165

問　保健部 健康増進課 　　0564-23-6962 　　0564-23-5071
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ご家庭で耳の聞こえのチェックをしましょう

赤ちゃんは0歳から、いろいろな音を聞いたり、声を出したりして話し始めるための準備をし
ています。耳の聞こえの程度は、はた目からは見えないため、日常生活の中でお子さんの様子を
観察することが大切です。
各月齢でチェックした項目が３つ以下ならかかりつけ医（小児科、耳鼻咽喉科）や家庭児童課

にご相談ください。

問　こども部 家庭児童課 　　0564-23-7683 　　0564-23-6833

月　齢 チェック項目

3か月頃
□１．大きな音に驚く　　□2．大きな音で目を覚ます　　
□３．音がする方を向く　　□４．泣いているときに、声をかけると泣きやむ
□５．あやすと笑う　　□6．話しかけると、「アー」「ウー」などと声を出す

6か月頃
□１．音がする方を向く　　□２．音が出るおもちゃを好む
□３．両親など、よく知っている人の声を聞きわける　　□４．声を出して笑う
□５．「キャッキャッ」と声を出して喜ぶ　　□６．人に向かって声を出す

9か月頃
□１．名前を呼ぶとふりむく　　□２．「イナイイナイバー」の遊びを喜ぶ
□３．叱った声「ダメッ！」「コラッ！」などというと、手を引っ込めたり、泣き出したりする
□４．おもちゃに向かって声を出す　　□５．「マ」「パ」「バ」などの音を出す
□６．「チャ」「ダダ」などの音を出す

12か月頃

□１．「ちょうだい」「ねんね」「いらっしゃい」などのことばを理解する
□２．「バイバイ」のことばに反応する　　□３．大人のことばをまねようとする
□４．意味のあることばではないが、さかんにおしゃべりをする
□５．意味のあることばを１つか２つ言える（食べ物のことを「マンマ」、おかあさんを「ママ」など）
□６．単語の一部をまねして言う

1歳
6か月頃

□１．絵本をよんでもらいたがる　　□２．絵本をみて知っているものを指す
□３．簡単ないいつけがわかる（「その本を取って」「このゴミを捨てて」など）
□４．意味があることばを１つか２つ言える　　□５．意味があることばを３つ以上言える
□６．絵本をみて知っているものの名前を言う
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